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きらぼし VISA カード＆きらぼしマスターカード会員規約（2024 年 10 月改定） 

改定前 改定後（下線部が改定箇所） 

第２４条（費用の負担） 

会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定 

の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生す 

る各種取扱手数料（ただし、当社が受領するものは除きます）、 

本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課 

を負担するものとします。 

第２４条（費用の負担） 

1．会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数

料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料（ただ

し、当社が受領するものは除きます）、本規約に基づく費用・手数料等に課され

る消費税その他公租公課を負担するものとします。 

2．会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替、引落しもしくは

自動払込みができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにさ

れなかった場合には、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代

金等（ただし、キャッシング利用代金を除く）の弁済の受領に要する費用とし

て、440 円（税込）を会員は負担するものとします。 

第３章 書面の交付 

＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料等＞ 

・分割払い回数、支払回数 

3、5、6、10、12、15、18、20、24、30、36 回 

・実質年率、利用金額 100 円当りの分割払手数料の額（円） 

 

 

第３章 書面の交付 

＜リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料等＞ 

・分割払い回数、支払回数 

3、4、5、6、10、12、15、18、20、24、30、36、40、42、48、50、54、60 回 

・実質年率、利用金額 100 円当りの分割払手数料の額（円） 
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改定前 改定後（下線部が改定箇所） 

＜分割払いのお支払い例＞ 

 利用金額 50,000 円、10 回払いで分割払いをご利用された場合 

① 分割払手数料……50,000 円×（6.70 円÷100 円）＝3,350 円  

② 支払総額…………50,000 円＋3,350 円＝53,350 円  

③ 分割支払額………53,350 円÷10 回＝5,335 円 

 

＜分割払いのお支払い例＞ 

 利用金額 50,000 円、10 回払いで分割払いをご利用された場合  

① 分割払手数料………50,000 円×（6.80 円÷100 円）＝3,400 円 

② 支払総額……………50,000 円+3,400 円＝53,400 円 

③ 分割支払額…………53,400 円÷10 回＝5,340 円 

 

（2024 年 4 月改定） （2024 年 10 月改定） 

 




